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中村五 六の 幼稚園観
一 女子高等師範学校附属幼稚園分室の 設立をめ ぐっ て

一

湯川　嘉津美

（上智大学）

は じめに

　中村五 六 は 小 西信八 の 跡 を受 け て 女子高等 師範学

校附属幼稚園主事とな り、1890 〜 1900 年代の 保育

界を指 導 した人物 で ある 。 中村の 主事時代 （1890〜

95、1898 〜1909 ）、附属幼稚 園で は規則 改正 を実施 し

て保育内容改革 に 取 り組む ととも に
、 1892（明治 25）

年に は 「簡易幼稚 園」 の モ デル と して 附属幼稚 園に

分室を設立 して 、その 普及 を期し た。

　こ の 「分 室」 に つ い て 、従来の研究で は 、『文部

省示諭』 （1882 年）にい う 「貧民力役者等ノ児童ニ シ

テ 父母其養育 ヲ顧 ミル 暇 ア ラサ ル モ ノ 」 の ために作

られ た 保育料無料の 幼稚園 で あ り、「貧民幼稚 園」

の モ デ ル を示 すもの で あ っ たとされ る 。 確 か に 、簡

易な編制によ っ て都市下層の 幼児を対象に保育を行
っ た こ とや文部省が こ れを貧民幼稚園 の モ デ ル と考

えて い た こ とは事実であ る。 しか し、女子高等師範

学校 で は 分室 を 「全 国 普通 二 行 ハ ル ヘ キ 簡 易 ナ ル 幼

稚園 トシ テ 保育法 ヲ研究 ス ル 所 」、「普通簡易幼稚

園ノ模範」 と捉えて お り、必 ず しも文部省の い う よ

うな貧民幼稚園として 認識 して い たわけで はない 。

　そ こ で 本稿で は 、 1890 年代 に おけ る附属幼稚園

規則 の 改 正 や 分 室 の 設 立 に注 目 して 、保育 内容改革

の 内実お よび 分室 の 簡易幼稚 園と して の 性格 に つ い

て 検討 し、そ の背景 に あ っ た中村 の 幼稚園観 を明 ら

か にする こ ととしたい 。

L 　高等師範学校附属幼稚 園規則 （legO 年 ）お よび女

　子高等師範学校附属幼稚園規則（1891 年 ）の制定

　1890 （明治 23）年 2 月 、高等師範学校附属幼稚園

規則が制定 された 。 こ れ は実質的には 1884年 の 附

属幼稚 園規則 の 改正にっ ぐ 5度 目の 附属幼稚園規則

の改正 で あ っ た 。 1884 年制定の 規則 との 相 違点 を

あげれば、そ れまで 6組 で あ っ た組 の 編制が 4 組 に、
20 種 の 保育課 目が 17 種 に、それぞれ簡略化されて

い る 。 保育課目 に つ い て い えば 、 1884 年の 規則 に

お ける 「読 ミ方 」
「書キ方 」 の 週保育時数 が 最年長

の 「一ノ 組 」 で 5 と 3 で あ っ た の に 対 して、1890

年 の 規則で は 「読 ミ書キ 」 を課すの は 「一ノ組」 だ

けで 、 週保育時数も 1 と大幅に削減された 。 こ の頃
か ら 「読 ミ書キ」 を幼稚園 で 課す こ との 問題が認識

され は じめて い たようで ある 。

　1890 年 3 月、高等師範学校か ら女子 部 が 分離独

立 し、女子高等師範学校が 設 立 され た 。 こ れ に伴 い

附属幼稚園規則 も改正 され、翌年 4 月よ り施行 され

た 。
こ の 規則 は 附属幼稚園 主任 （1891 年 よ り主事）中

村 五 六 が 立案 したもの で 、女子 高等師範学校関係 文

書中の 「女子高等師範学校記事」 （お茶の 水女 子大 学

蔵 ） に は、規則改正 の 要点 が 次 の ように 示 され て い

る 。 まず、第一条の 目的規定（「附属幼稚 園 ハ 幼 児 ヲ保

育 シ 其方法 ヲ研究 ス ル 所 トス 」 ）につ い て は、「本園 ハ 唯
一

ノ 官立幼稚園ニ シテ 幼児 ノ 保育法 ヲ研磨講究 ス 可

キ所タル ヲ 以テ 、 只本校生徒ヲ シ テ保育法 ヲ実地 二

研究 セ シ メ兼 テ 幼児 二 保 育ヲ施ス 所 タル ニ 止 マ ラ

ス、之 ト同時二 保育 ノ 方法ヲ研究ス ル 処タル コ トヲ

明 力 ニ セ ル ナ リ」 と説明 さ れ る 。 こ れは附属幼稚園

が本校生徒の保育実習の 場の み ならず 、 保育法研究

の 場 で あ る こ とを明示 した もの と して 注 目され よ

う 。 ま た、こ の 改 正 で は 保 育課 目か ら 「読ミ書キ 」

が 削除 され たが、それ は 「読 ミ書 キ 」 が そ も そ も 小

学校で行われ る教科 目で あ り、 幼児の教育に相応 し

くない とい う理 由に 加 えて、附属幼稚 園の 保育課 目

に依拠 した地方の 幼稚 園が さらに多 くの時間を 「読

ミ書 キ 」 に 充て る とい う 弊害が 生 じて お り、それを

避ける意図 も 「読 ミ書キ」 の 削除に は込め られ て い

た の で あ る 。 こ こ で は 「読ミ書キ」 を保育課目か ら

削除するこ とに よっ て 、 そ れ に偏す る こ との な い幼

稚園本来の教育が指向され て い たとい えよう。 それ

は 従来 の 保育課程表 を 「之 ヲ 挙 ク ル トキ ハ 却 テ 保育

ノ 方法適切ナ ラ サ ル ノ 弊 ヲ 生 ス ル 」 と して 不採用 と

す る な どの 点 に も 表れ て い る 。

Z． 附属幼稚園分室 の 設立 と仮規則 の 作成

　1890 （明治 B ）年 10 月、女子高等師範学校は附

属小学校分教室 （単級学校）と 附属幼稚園分 室 （簡 易

幼 稚 園）の設立を計画 し、「附属小学校分教室及付属

幼稚 園分室設 立旨趣書 」 を作成 した （「女子高等師範

学校 記事 甲」 所 収 ）。 こ れは第 二 次小学校令 の 公 布直

後 に ま と め られ た もの で 、 そ こ に は、今後そ の 設置

が急務 とな る 単級学校 と簡易幼稚園の ため に、附属

小学校分教室および附属幼稚園分室を設立 して 、 そ

の研究と実地練習を行 う必要性が説かれ て い た 。

　附属幼稚園分室 に っ い て い えば 、 1892 年 7 月 6

日 に 女 r一高等師範学校 長は そ の 設置並 に規則仮定 に

つ い て 文部大臣に伺い 出、 同年 7 月 14 日に 認可、9

月 24 日に設立された 。 分室仮規則によれば、そ の

保 育時数は毎週 33 時 以 上 43 時以下、幼児 50 名を
一

組 に編制 して 保育す る とされ、保育料 は無料 で あ

っ た （注 ：実際 に は、33名 の 幼児 を毎週 33時の 保育 時数で

保育 して い た ）。

　文部大臣に伺 い 出た規則案には 「備考 」 が添付 さ

れ て お り、「分室設置 ノ 旨趣 並 二 仮規則 ノ説明」 が 8

項 目 に わ た っ て 示 さ れ て い た 。 まず、「分室設置 ノ
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旨趣」 に つ い て み れ ば 、 そ れ は 「中等市民 ノ児女」

を保育す る 附属幼稚園 とは別に、最少 の 費用 で 維持

可能な幼稚園 の モ デ ル を示 して 、「人生教育上最大

緊切ナ リ ト称スル 幼稚園教育ノ普及 上進」 を図ると

とも に、卒業後、各地の 幼稚園の 保姆 とな り、また

保姆 を養成 す る 立場に 立 つ 本 校生徒 の ため に 、
「各

地幼稚園近似 ノ モ ノ 」 を設置 して 保育法 の 練習をさ

せ た い とい うの で あ っ た。そ して、分 室 で は 「東京

府市民 ノ生計上寧ロ 下級 二 近キ モ ノ ・ 児女」 を対象

と して保育をするが、それは 「地方人民 ノ 多数 ハ 凡

ソ都 ド住民 ノ 下級ノ モ ノ 」 と生計の度が等 しい とい

う理由か らで あるとい う。
つ ま り、女子高等師範学

校 に おけ る 分室 の 設立趣 旨は、「貧 民 幼 稚 園 」 の 模

範を 示すとい うよ りも、経費負担 の 少な い 簡易な幼

稚 園を地方 に 普及させ る ため に、地 方住民 の 生活 レ

ベ ル に近 い 都市下層 の幼児を対象に 保育方法の 研究

と実地練習 を行お うとす る も の で あ っ た の である 。

　つ ぎに、分室 の 保育課目に つ い て み て み よう 。 分

室仮 規則 で は、保 育課 目が 「説話 」
「行儀 」

「手細

工 」
「唱歌」

「遊嬉」 の 5 課目に ま とめ られた 。 煩雑

を極 め て い た 恩物類 の 「手細工 」 へ の
一

括化 と 「行

儀 」 の 新設が注 目され る が 、
「仮規則 ノ 説明」 に よ

れば、それは 「唯分類 ノ 基礎 ヲ 変 シ、且 ツ 其取捨増

減 ヲ
ー

層 自由ナ ラ シ ム ル 」 ため の も の で あ り、「敢
テ 其実二 於テ 大差ナ キ モ ノ 」 だとい う。 そ して、「行

儀 」 の 新設 に つ い て も、「行儀 ハ 幼児的 ノ 言語、動

作、整頓 、 清潔等ヲ実習セ シ ム ル モ ノ ニ シ テ 、 従来
ヨ リ実効 セ ル 所ナ レ トモ 規則 lt二 明記シ テ

ー
層 之 二

重 キ ヲ 置 ク コ トヲ 示 シ 、保姆如何 ニ ヨ リデ 或ハ 之 ヲ

怠 ル コ トア ル ヲ防キ シ ナ リ」 と、 従来より実施 して

い る内容 を明記 した に す ぎない とい うの で あ っ た。

　 また 、 分室に お い て 保育料を無料 と したの は、「当

分 室ハ 固 ヨ リ保育法研究 ノ 資 二 供 ス ル ヲ 主 トス ル モ

ノ ニ シ テ、且 ヅ 幼児ノ家庭ハ 殆 ト之 ヲ納ム ル ノ 資力

ナキ モ ノ ナ レハ
、 之 ヲ 免除セ シ ニ 過 」 ぎず、「敢 テ

慈善ノ 挙 二 出 テ タ」 もの で はない とされ る 。

　 こ の よ う に み て み ると、 中村お よび 女子高等師範

学校で は分室を 「貧民幼稚園 」 の モ デル とい うよ り

も、「普通簡易幼稚園 」 の モ デ ル と し て 捉え、そ こ

に おける保育法の研究と保姆養成を通 じて 、 簡易な

編 制 に よる 「普通幼稚園」 の 普及 を企図 して い た こ

とが わ か るの であ る 。

3．　 1893 年の 幼稚園規則改 正 とそ の趣旨

　1893 年 3 月 に 女子高等師範学校附属幼稚園規則

は全面改 正 さ れ た。こ の 規 則 は 、第 十 二 条 か ら第十

四条 に おける分室 の規定 を除い て 、 附属幼稚園と分

室 に 共 通 の も の と して 作成 され たもの で あ り、なか

で も、附属幼稚園 の 保育課 目 を 分 室仮規則 に あ わ せ

て 「説話、 行儀、手技、唱歌、遊嬉 」 の 5 課目 （「手

細 工 」 は 「手技 」 に改称 ） と し た こ と は 、 そ の後の 保

育4 項目に つ ながる動 きと して 注 日され る 。 こ の ほ

か に 附属幼 稚 園 の 保育時数 や保育料 の 改定 もな さ

れ 、 懸案の 保育料 の 減額 も 果 た さ れ た。

　 「女子高等師範学校記事 」 所収 の 文書に は、規則

改正 の 趣 旨が 8 項目 に わた っ て示され て い る 。 それ

に よれば、保育課目の改正 に つ い て 「第二条保育課

日ヲ 旧分室仮規則 ノ 保育課 目二 拠 リシハ 、其相優 ル

ヲ 以テ ナ リ」 と述べ られ て おり、 附属幼稚園で は分

室仮規則の 5課目の 方が保育課目と して より相応 し

い と考え て い た こ とが わ か る 。 ま た、保育時数の毎

週大約 20 時か ら毎週 25 時へ の 増加は、「幼児在園

時間 ヲ以テ保育時間 ト定 メシモ ノ ニ テ、従来午後
一

時問 ヲ保育時間外 二 置キシ トキ ト其実殆ト異ナ ル処

ナ シ」 とされてお り、保育時数に つ い ては実質上の

変 化 は な か っ た よ うで あ る。さ らに 、保育料 の 改定

に つ い て 「従来 ノ 如 ク之 ヲ 壱円五拾銭 ト定 ム ル トキ

ハ 入 園幼児 ハ 稍富豪 ノ 児女多キニ 過 クル ノ 傾 ア リ。

普通 ノ 幼稚園 トシテ ハ 金壱円 ヲ以テ相当ノ格 ト認 メ

タ ル ニ 因ル 」 と述べ られ て お り、 附属幼稚園 で も富

裕層 の ため の 特殊幼稚園 か ら 「普通 ノ幼稚園 」 へ の

転換 を図 ろ うと して い た こ とがわか る 。

おわ りに一
中村五六 の 幼稚園観一

　以上の ように 、 附属幼稚園で は 1890年から 93 年

の 問に 3 度の 規則改 正 を行い 、主事中村五六を中心

に保育内容改革を実施 して、幼稚 園教育の 整備、充

実 を図 っ た。また、中村は 1892 年の 附属幼稚園分

室 の 設立にも関わ り、簡易幼稚園 の 研究と保姆養成

に 力を入れた 。 当時、簡易幼稚園として設立されて

い た も の は 小学校付 設 の保育科 しかな く、それは幼

稚 園の 簡易化 とい うよりも、小学校課程 を簡易化 し

た にすきな い もの であっ た 。 そうしたなかで 、 中村

は分室 に お い て 幼稚園 の 方法原理を用 い た簡易幼稚

園 の 実践研究 と本校生徒 の 実地練習 を行い
、

「幼稚

園 教育 ノ 普 及 ⊥進 」 を期 し たの で あ る 。

　中村は 1893 年の 附属幼稚園規則の改正の際、附

属幼稚園と分室 に 共通 の もの として作成した 。 中村

に よれ ば 、 附属幼稚園も分室 も 「其精神ハ 敢テ 異ナ

ル 可 ラ サル 」 もの で あ り、中 1二流層 の 幼児の 保育と

ド層 の そ れ を別 種 の も の とは捉えて い なか っ たの で

あ る 。 そ こ に フ レ
ーベ ル 思想に忠実で あろ うと し た

中村の幼稚園認識を窺う こ とが で きる 。

　そ の後 、 中村は フ レーベ ル 会 の 主幹 として活躍 し

た。フ レ
ーベ ル 会 で は、1899年 2 月 に 中村を中心

に 「幼稚園制度 二 関 ス ル 建議書 」 を ま とめ、文部大

臣 に提出す るが 、 こ の 「建議書」 に お い て 示された

幼稚園 の モ デ ル は、毎週 の 保育時数 18時以上 30 時

以下、設備 は 保育室 に便所、庭 園、保育用 器 具 など

幼稚園 に最低限 必 要なもの を備えた簡易な 「普通幼

稚園 」 で あ り、 そ れは女子 高等師範学校附属幼稚園

よ pも、む しろ分室 に 近 い もの で あ っ た 。 ま た、保

育科 目に も分室 （お よ び 附属 幼稚 園） で 用 い られ て い

た 5 課目に 近似 の 「説話、唱歌、遊嬉、 手技、 摸習」

が 採用され て お り、 こ こ で も分室 で の保育法研 究の

成果が生か さ れて い たの で あ る。
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